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（
憲
法
審
査
会
）

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
四
号

（
衆
議
院
提
出
）
要

）

旨

本
法
律
案
は
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
規
定
さ
れ
た
検
討
課

題
（
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
宿
題
）
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
選
挙
権
年
齢
等
の
満
十
八
年
以
上
へ
の
引
下
げ

１

本
法
施
行
後
四
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
権
年
齢
を
満
二
十
年
以
上
と
す
る
。

２

国
は
、
本
法
施
行
後
速
や
か
に
、
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
が
国
政
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
等
と
な
る
よ
う
、
投
票
権
年
齢
と
選
挙
権
年
齢
と
の
均
衡
等
を
勘
案
し
、
公
職
選
挙
法
、
民
法
そ
の
他
の
法
令
の
規

定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

二
、
公
務
員
の
政
治
的
行
為
に
係
る
法
整
備

１

公
務
員
（
裁
判
官
、
検
察
官
、
国
家
公
安
委
員
会
等
の
委
員
、
警
察
官
等
を
除
く

）
は
、
国
会
が
憲
法
改
正
を
発
議

。
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し
た
日
か
ら
国
民
投
票
の
期
日
ま
で
の
間
、
国
民
投
票
運
動
及
び
憲
法
改
正
に
関
す
る
意
見
の
表
明
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
治
的
行
為
を
禁
止
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
他
の
政
治
的
行
為
を

伴
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

国
は
、
本
法
施
行
後
速
や
か
に
、
公
務
員
の
政
治
的
中
立
性
を
確
保
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
国
民
投
票
運
動
に
関
し
、

組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
勧
誘
運
動
、
署
名
運
動
及
び
示
威
運
動
の
公
務
員
に
よ
る
企
画
、
主
宰
及
び
指
導
並
び
に
こ
れ
ら

に
類
す
る
行
為
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

裁
判
官
、
検
察
官
、
国
家
公
安
委
員
会
等
の
委
員
及
び
警
察
官
は
、
在
職
中
、
国
民
投
票
運
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
す
る
。

三
、
憲
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
の
国
民
投
票
制
度
に
関
す
る
検
討

国
は
、
本
法
施
行
後
速
や
か
に
、
憲
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
の
国
民
投
票
制
度
に
関
し
、
そ
の
意
義
及
び
必
要
性
に
つ
い

て
、
間
接
民
主
制
と
の
整
合
性
の
確
保
そ
の
他
の
観
点
か
ら
更
に
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

本
法
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


